
○

消
費
税
法
施
行
令
第
十
四
条
の
三
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
資
産
の
譲
渡
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
十
一

号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

消
費
税
法
施
行
令
第
十
四
条
の
三
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

消
費
税
法
施
行
令
第
十
四
条
の
三
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
指
定
す
る
資
産
の
譲
渡
等

臣
が
指
定
す
る
資
産
の
譲
渡
等

次
に
掲
げ
る
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
等
（
消
費
税
法
（
昭
和
六

次
に
掲
げ
る
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
等
（
消
費
税
法
（
昭
和
六

十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
別
表
第
一
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
別
表
第
一
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

一

地
域
の
老
人
の
福
祉
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
老
人
、
そ
の
者

一

地
域
の
老
人
の
福
祉
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
老
人
、
そ
の
者

を
現
に
養
護
す
る
者
（
以
下
「
養
護
者
」
と
い
う
。
）
、
地
域
住
民
そ
の

を
現
に
養
護
す
る
者
（
以
下
「
養
護
者
」
と
い
う
。
）
、
地
域
住
民
そ
の

他
の
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十

他
の
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
（

三
号
）
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
（

以
下
「
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
保
健
医
療

以
下
「
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
保
健
医
療

サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
権
利
擁
護
の
た
め
の
必
要
な
援
助
等
の

サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
権
利
擁
護
の
た
め
の
必
要
な
援
助
等
の

利
用
に
必
要
な
助
言
を
行
う
事
業

利
用
に
必
要
な
助
言
を
行
う
事
業

二

地
域
に
お
け
る
保
健
医
療
、
福
祉
の
関
係
者
そ
の
他
の
者
と
の
連
携
体

二

地
域
に
お
け
る
保
健
医
療
、
福
祉
の
関
係
者
そ
の
他
の
者
と
の
連
携
体

制
の
構
築
及
び
そ
の
連
携
体
制
の
活
用
、
居
宅
へ
の
訪
問
等
の
方
法
に
よ

制
の
構
築
及
び
そ
の
連
携
体
制
の
活
用
、
居
宅
へ
の
訪
問
等
の
方
法
に
よ

る
主
と
し
て
居
宅
に
お
い
て
介
護
を
受
け
る
老
人(

以
下
「
介
護
を
受
け
る

る
主
と
し
て
居
宅
に
お
い
て
介
護
を
受
け
る
老
人(

以
下
「
介
護
を
受
け
る

老
人
」
と
い
う
。)

に
係
る
状
況
の
把
握
を
行
う
事
業

老
人
」
と
い
う
。)

に
係
る
状
況
の
把
握
を
行
う
事
業

三

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉

三

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉

サ
ー
ビ
ス
、
権
利
擁
護
の
た
め
の
必
要
な
援
助
等
を
利
用
で
き
る
よ
う
、

サ
ー
ビ
ス
、
権
利
擁
護
の
た
め
の
必
要
な
援
助
等
を
利
用
で
き
る
よ
う
、

介
護
を
受
け
る
老
人
又
は
養
護
者
と
市
町
村
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業

介
護
を
受
け
る
老
人
又
は
養
護
者
と
市
町
村
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業

を
行
う
者
、
老
人
福
祉
施
設
、
医
療
施
設
、
老
人
ク
ラ
ブ
そ
の
他
老
人
の

を
行
う
者
、
老
人
福
祉
施
設
、
医
療
施
設
、
老
人
ク
ラ
ブ
そ
の
他
老
人
の

福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
者
等
と
の
連
絡
調
整

福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
者
等
と
の
連
絡
調
整

を
行
う
事
業

を
行
う
事
業

四

そ
の
他
介
護
を
受
け
る
老
人
又
は
養
護
者
に
必
要
な
援
助
と
し
て
行
う

四

そ
の
他
介
護
を
受
け
る
老
人
又
は
養
護
者
に
必
要
な
援
助
と
し
て
行
う



次
に
掲
げ
る
事
業

次
に
掲
げ
る
事
業

イ

介
護
を
受
け
る
老
人
が
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
（
以
下
「
要

イ

介
護
を
受
け
る
老
人
が
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
な
る
こ
と

介
護
状
態
等
」
と
い
う
。
）
と
な
る
こ
と
を
予
防
す
る
た
め
、
そ
の
心

を
予
防
す
る
た
め
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ

身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ

の
他
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の
選
択
に
基
づ
き
、
介
護
予
防
に
関
す
る

の
選
択
に
基
づ
き
、
介
護
予
防
に
関
す
る
事
業
（
介
護
保
険
法
第
十
八

事
業
（
介
護
保
険
法
第
十
八
条
第
二
号
に
規
定
す
る
予
防
給
付
に
係
る

条
第
二
号
に
規
定
す
る
予
防
給
付
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
の

も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
適
切
な
事
業
が
包
括
的
か
つ
効
率
的
に
提

適
切
な
事
業
が
包
括
的
か
つ
効
率
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助

供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業
（
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条

を
行
う
事
業
（
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
に

の
四
十
五
第
六
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
係
る
事
業
及
び
地

に
係
る
事
業
を
除
く
。
）

域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号

）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百

十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）

ロ

介
護
保
険
法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員
へ
の
支

ロ

介
護
保
険
法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員
へ
の
支

援
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は

援
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は

福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
連
携
体
制
の
確
保
等
に
よ
り
、
介
護
を
受
け
る
老

福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
連
携
体
制
の
確
保
等
に
よ
り
、
介
護
を
受
け
る
老

人
が
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

人
が
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

、
包
括
的
か
つ
継
続
的
な
支
援
を
行
う
事
業

、
包
括
的
か
つ
継
続
的
な
支
援
を
行
う
事
業

ハ

医
療
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
、
居
宅
に
お
け
る
医
療
を
提
供
す
る
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
の

連
携
を
推
進
す
る
も
の
と
し
て
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一

年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
八
各
号
に
掲
げ

る
事
業
を
行
う
事
業
（
ロ
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）

ニ

介
護
を
受
け
る
老
人
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援

及
び
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減

若
し
く
は
悪
化
の
防
止
に
係
る
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
こ
れ
ら
を
促
進



す
る
事
業

ホ

保
健
医
療
及
び
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
に
よ
る
認

知
症
の
早
期
に
お
け
る
症
状
の
悪
化
の
防
止
の
た
め
の
支
援
そ
の
他
の

認
知
症
で
あ
る
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
介
護
を
受
け
る
老
人
に
対
す
る

総
合
的
な
支
援
を
行
う
事
業


